
ＱＱＱＱ９９９９ 会社会社会社会社からからからから、、、、仕事仕事仕事仕事がないのでがないのでがないのでがないので２２２２週間休週間休週間休週間休んでんでんでんで欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（一時休業一時休業一時休業一時休業））））とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。

会社側会社側会社側会社側のののの都合都合都合都合によりによりによりにより休休休休まなければならないときまなければならないときまなければならないときまなければならないとき、、、、賃金賃金賃金賃金のののの保障保障保障保障はないのでしょはないのでしょはないのでしょはないのでしょ

うかうかうかうか。。。。

ＡＡＡＡ９９９９ 使用者使用者使用者使用者はははは、、、、労働者労働者労働者労働者のののの責任責任責任責任によらずによらずによらずによらず、、、、使用者使用者使用者使用者のののの責任責任責任責任でででで労働者労働者労働者労働者をををを休業休業休業休業させるさせるさせるさせる場合場合場合場合

にはにはにはには、、、、休業日休業日休業日休業日１１１１日日日日につきにつきにつきにつき少少少少なくともなくともなくともなくとも平均賃金平均賃金平均賃金平均賃金のののの１００１００１００１００分分分分のののの６０６０６０６０以上以上以上以上のののの「「「「休業手当休業手当休業手当休業手当」」」」をををを

支払支払支払支払わなくてはなりませんわなくてはなりませんわなくてはなりませんわなくてはなりません。。。。休業手当休業手当休業手当休業手当のののの支払支払支払支払いいいい期日期日期日期日はははは、、、、賃金賃金賃金賃金とととと同同同同じくじくじくじく、、、、所定所定所定所定のののの支支支支

払期日払期日払期日払期日にににに支払支払支払支払わなければなりませんわなければなりませんわなければなりませんわなければなりません。。。。

ただしただしただしただし、、、、天災事変天災事変天災事変天災事変（（（（地震地震地震地震やややや火災火災火災火災などなどなどなど））））そのそのそのその他経営者他経営者他経営者他経営者としてとしてとしてとして最善最善最善最善のののの努力努力努力努力をつくしてをつくしてをつくしてをつくして

もどうしようもないもどうしようもないもどうしようもないもどうしようもない不可抗力的不可抗力的不可抗力的不可抗力的なななな休業休業休業休業のののの場合場合場合場合、、、、のみのみのみのみ支払義務支払義務支払義務支払義務はははは除外除外除外除外されますされますされますされます。。。。

（（（（労基法第労基法第労基法第労基法第２６２６２６２６条条条条））））

正当正当正当正当なななな理由理由理由理由がないにもかかわらずがないにもかかわらずがないにもかかわらずがないにもかかわらず、、、、賃金賃金賃金賃金がががが支払支払支払支払われないわれないわれないわれない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、使用者使用者使用者使用者とととと

のののの自主的自主的自主的自主的なななな話話話話しししし合合合合いやいやいやいや、、、、公的機関公的機関公的機関公的機関にににに相談相談相談相談することなどによりすることなどによりすることなどによりすることなどにより解決解決解決解決をををを図図図図ってくださってくださってくださってくださ

いいいい。（Ｑ。（Ｑ。（Ｑ。（Ｑ８８８８、、、、８８８８ページページページページ参照参照参照参照））））

☆休業手当の支払いに関する問題は、詳しくは最寄の労働局又は労働基準

監督署にお問い合わせください。（「労働相談機関」、１７ページ参照）
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ＱＱＱＱ１０１０１０１０ 会社会社会社会社がががが倒産倒産倒産倒産したらしたらしたらしたら、、、、従業員従業員従業員従業員のののの賃金等賃金等賃金等賃金等はははは他他他他のののの債権債権債権債権よりよりよりより優先優先優先優先してしてしてして支払支払支払支払ってもってもってもっても

らえるのですからえるのですからえるのですからえるのですか。。。。

ＡＡＡＡ１０１０１０１０ 「「「「倒産倒産倒産倒産」」」」にはにはにはには、、、、①①①①破産破産破産破産、、、、民事再生民事再生民事再生民事再生、、、、会社更生会社更生会社更生会社更生のようにのようにのようにのように、、、、法律法律法律法律がががが定定定定めためためためた処理処理処理処理のののの手手手手

続続続続きによってきによってきによってきによって進進進進められていくめられていくめられていくめられていく「「「「法律上法律上法律上法律上のののの倒産倒産倒産倒産」」」」とととと、、、、②②②②そのようなそのようなそのようなそのような法律上法律上法律上法律上のののの手続手続手続手続きにきにきにきに

よらないよらないよらないよらない「「「「任意整理任意整理任意整理任意整理」（」（」（」（事実上事実上事実上事実上のののの倒産倒産倒産倒産））））がありますがありますがありますがあります。。。。

会社会社会社会社のののの倒産倒産倒産倒産がががが、、、、これらのどれにこれらのどれにこれらのどれにこれらのどれに該当該当該当該当するかによりするかによりするかによりするかにより、、、、賃金等賃金等賃金等賃金等のののの債権債権債権債権のののの優先順位優先順位優先順位優先順位

はははは異異異異なってきますのでなってきますのでなってきますのでなってきますので、、、、以下以下以下以下のののの解説解説解説解説をををを参考参考参考参考にしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。

なおなおなおなお、、、、詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは最寄最寄最寄最寄りのりのりのりの法務局法務局法務局法務局におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。

�解説�

■ 主な倒産処理とその特徴は、次のとおりです。

会社等が経済的に破綻した場合に、会社等を維持していく方針で倒産処理をする

「再建型」と、会社等を消滅させる方針で倒産処理をする「清算型」に大別できます。

倒産の種類 倒 産 処 理 の 特 徴

・ 債権者との個別交渉等で債務を減らす方法

任意整理 ・ 裁判所等の監督はなく、スピーディーな解決が図られる

【再建型・清算型】 ・ 支払の原則は民法や商法の規定によるが、場合によっ

ては『早い者勝ちの回収』になる可能性もある

・ すべての資産を配分して清算する。会社等は解散

破 産 ・ 管財人が清算事務を行い、裁判所がこれを監督する

【清算型】 ・ 手続が終わるまでに時間がかかる場合も多いといわれ

法 （破産法） ている

律 ・ 主として中小企業等を対象に、スピーディーな再建を目

民事再生 指して創設された制度（但し、大企業にも利用されている）

上 【再建型・清算型】 ・ 裁判所の監督のもと、原則として、それまでの経営者が

（民事再生法） 事業経営を持続できる

の ・ 営業譲渡等により、早期かつ弾力的な清算を目的とす

るためにも利用される

倒
・ 主として大企業を対象とした制度

産 会社更生 ・ 管財人が更生会社の事業経営と財産管理処分を行

【再建型】 い、裁判所がこれを監督する

（会社更生法） ・ 手続が終わるまでに時間をかかる場合も多いといわれ

ている



－ Ⅱ －

■ それぞれの倒産処理における労働債権をはじめとする各種債権の優先順位の概要は

次のとおりです。（番号は優先順位を表します。）

なお、抵当権等の被担保債権は、倒産者の保有する財産のうち、担保設定物について

は、全債権（一部の租税債権等を除く）に基本的に優先しますが、それ以外の財産に対し

ては、一般債権と同順位です。なお、抵当権者の権利行使は、手続外で独自に行うことが

できますが、手続に参加することができる場合があります（会社法上の更生担保権）。ま

た、手続の制約を受ける場合もあります（民事再生法上の消滅請求）。

優先順位 任 意 整 理 法 律 上 の 倒 産

破 産 民 事 再 生 会 社 更 生

高高高高 ①租税等国税徴 ①共益的財産債権 ①共益債権 ①共益債権

収法により徴 ・管財人報酬等 ・手続費用 ・手続費用

収される債権 の手続費用 ・再生手続開始後 ・更生手続開始前

（租税等債権） ・財産回収手続費 の従業員の給料 ６か月及び手続

用 ・手続開始後の事 開始後の給料等

業運営経費等 ・手続開始後の事

業運営経費等

②一般優先債権 ②その他財団債権 ②一般優先債権 ②租税債権等

（未払給料、退 ・納期限未到来又 ・租税債権等

職金） は到来後１年内 ・一般先取特権

の租税等債権 （未払賃金はこれ

・破産開始前３か に含まれます）

月分の給料

・退職金債権のう

ち３か月分

・その他

③その他一般債 ③優先的破産債権 ③一般再生債権 ③一般優先債権

権 ・上記以外の租税 （但し、上記共益債

等債権 権以外の未払賃金

※手続費用は､ ・一般先取特権 等）

法律上､特に優 （賃金等）

先するものでは

ありません。 ④一般破産債権 ④更生債権

低低低低

※「担保物権」とは、債権が履行されなかった場合に、債務者等が所有する一

定のものや権利が有する価値から、優先的に債権の履行を受けることができ

る権利です。例えば、抵当権、質権等は担保物権の一種です。
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ＱＱＱＱ１１１１１１１１ 倒産倒産倒産倒産したときにしたときにしたときにしたときに、、、、給料給料給料給料、、、、退職金退職金退職金退職金がががが、、、、使用者使用者使用者使用者にににに代代代代わってわってわってわって支払支払支払支払われるわれるわれるわれる「「「「未払未払未払未払

賃金賃金賃金賃金のののの立替払立替払立替払立替払いいいい制度制度制度制度」」」」とはどのようなものですかとはどのようなものですかとはどのようなものですかとはどのようなものですか。。。。

ＡＡＡＡ１１１１１１１１ 未払賃金未払賃金未払賃金未払賃金のののの立替払制度立替払制度立替払制度立替払制度はははは、「、「、「、「賃金賃金賃金賃金のののの支払支払支払支払のののの確保等確保等確保等確保等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、

企業企業企業企業がががが「「「「倒産倒産倒産倒産のののの状態状態状態状態」（」（」（」（法律上法律上法律上法律上のののの倒産倒産倒産倒産、、、、事実上事実上事実上事実上のののの倒産倒産倒産倒産））））にあるためにあるためにあるためにあるため、、、、賃金賃金賃金賃金がががが支払支払支払支払

われないままわれないままわれないままわれないまま退職退職退職退職したしたしたした労働者労働者労働者労働者にににに対対対対してしてしてして、、、、そのそのそのその賃金賃金賃金賃金のののの一定範囲一定範囲一定範囲一定範囲についてについてについてについて国国国国（（（（労働労働労働労働

者健康福祉機構者健康福祉機構者健康福祉機構者健康福祉機構））））がががが事業主事業主事業主事業主にににに代代代代わってわってわってわって支払支払支払支払うううう制度制度制度制度ですですですです。。。。

����解説解説解説解説�

■ 次の要件を満たす場合は立替払を受けることができます。

○立替払をしてもらうことができる企業（(1)と(2)の両方を満たす場合）

（１）１年以上事業活動を行った企業であって、労災保険の適用事業に該当す

る事業を行っていたこと

（２）倒産の状態にあること

① 破産宣告（破産法）、②特別清算開始の命令、③再生手続開始の決定

（民事再生法）、④更生手続開始の決定（会社更生法）

⑤ ①から④に掲げる事由のほか、中小企業の事業主が事業活動を停止

し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態になったことに

ついて、労働基準監督署長の認定があったこと。

（①～④については「法律上の倒産」、⑤については「事実上の倒産」と呼ん

でいます。）

○立替払を受けることができる労働者

破産の申立等(「事実上の倒産」の場合は、労働基準監督署長への認定申請）

の日の６か月前から２年の間に、当該企業を退職していること。

（参 考）

６か月前の日 破産等の申請日 ２年目の日

（例19.8.10) 又は認定申請日 (例21.8.9)

(例20.2.10)

６か月

２年間

（この期間内に退職した人が対象になります。）
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○立替払の対象となる未払賃金

退職の日の６か月前の日から立替払請求日の前日までの間に支払期日が到

来している定期賃金及び退職手当の一部又は全部が未払いになっていること。

（ただし、総額が２万円未満の場合は対象となりません。また、いわゆる「ボーナ

ス」も対象となりません。）

（参 考）

定期賃金支払期日 毎月２５日

退職日の６か月前の日 退 職 日 立替払請求の

（例H20.8.10） （例H21.2.10) 日の前日

平成20年 平成21年

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

25 25 25 25 25 25 25 25

定期 この期間内に支払期日が到来している

賃金 未払の定期賃金及び退職手当が立替払

の対象になります。

■ 立替払の額には限度があります。

立替払をする額は、「未払賃金の総額」の１００分の８０の額です。ただし、立

替払の対象となる未払賃金の総額には限度額が設けられています。（賃金の支

払の確保等に関する法律施行令）

【立替払の額】

退職日の年齢 未払賃金 立替払の上限額

の上限額

45歳以上 370万円 370万円×0.8＝296万円

30歳以上45歳未満 220万円 220万円×0.8＝176万円

30歳未満 110万円 110万円×0.8＝ 88万円

■ 請求手続は､｢法律上の倒産｣の場合と｢事実上の倒産｣の場合で異なります。

「法律上の倒産」の場合は原則として、退職労働者が未払賃金額等について裁

判所又は破産管財人等の証明を受けなければなりません。

また、「事実上の倒産」の場合は労働基準監督署長の確認を得た後､国（労働

者健康福祉機構）に立替払を請求し、同機構がこの請求に基づいて立替払を行

います。


